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第１章 事業継続計画（ＢＣＰ）策定の目的 

第１ 経緯 

多摩市では、昭和３４年の伊勢湾台風を契機に制定された災害対策基本法に基づき、

多摩市地域防災計画を策定し、地震災害の予防対策、応急・復旧対策及び震災復興対策

を推進しているところである。 

一方、平成１７年９月に「首都直下地震対策大綱」が定められ、発災時における首都

中枢機関の機能を確保するための計画として事業継続計画（Business Continuity Plan

（以下「ＢＣＰ」という。））を策定するとともに、ＢＣＰに定められた活動が災害時に

的確に実行できるよう、定期的な訓練を行うこととされたことから、多摩市においても

平成２３年２月に「多摩市事業継続計画（ＢＣＰ）（地震編）」が策定された。 

今回の修正は、東京都による首都直下地震に関する被害想定の見直し、多摩市地域防

災計画の全面修正、平成２８年４月に発生した熊本地震等策定以後の情勢の変化により、

初動態勢強化に向けた見直しが必要となっていることから実施するものである。 

 

第２ ＢＣＰの目的 

大規模災害発生時には、市内全域で甚大な被害の発生が予想されるが、その際におい

ては市役所自体も被災し、人員や物資・ライフライン等の利用に制約が生じることが想

定される。こうした全体の状況が不明確な中、市職員は、膨大な情報を処理しつつ、起

こり得る状況を予測して実施すべき業務を能動的に決定し、災害対応に当たらなければ

ならない。この目的を達成するには事前の準備が必要不可欠であり、この事前の準備が

なかった場合、初動対応に大きな遅れが生じてしまい、救うべき人命を危機に晒すおそ

れがある。 

そのために、行政機能を維持し、迅速かつ的確な応急対策を講じるのに必要な優先業

務をまとめたものがＢＣＰである。  
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第２章 ＢＣＰ策定の意義と改定の方針 
第１ 事業継続計画（ＢＣＰ）とは 
 

災害発生時に市民の生命・生活及び財産を保護し、社会経済活動を維持するために、

優先して遂行する業務（非常時優先業務）を効果的に遂行するうえで必要な資源の準備

や対応方針・手段を定め、かつ復旧を早めるための計画  

ＢＣＰは、①事前対策、②災害発生後の対応、③平常時のＢＣＰの維持・管理及び④

継続的な見直しの各要素すべてを含むものである。  

※「ＢＣＰ」とは「Business Continuity  Plan」の略 

※「ＢＣＭ（Business Continuity Management)）」とは、計画を管理・運用する事業

継続マネージメント 

【ＢＣＰ導入前】                          
 

          

 
 

 

                         

 

                         
 

                         
 

                         

 
                         

 

                         

                          

 
                         

 

 
 

【ＢＣＰ導入後】         

                         

 

                         

優先度の高い 

通常業務  

通常Ｙ務  ゆう 

 

その他 

通常 

業務  

 発災 

応急･復旧 

対策業務  

１週間 

事後対応 

（行政サービス）  

100％ 

（時間） 

約１ヶ月 

その他 

通常業務  

事 前 応急･復旧 

対策業務  

（行政サービス） 

事後対応 
100％ 

優先度の高い 

通常業務 

通常Ｙ務  ゆう 

 

その他 

通常 

業務  

その他 

通常業務  

１週間 約１ヶ月 

応急･復旧 

対策業務  

 発災 
（時間） 
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第２ ＢＣＰ活用の意義  

 災害時における初動期及び即応期においては、爆発的に多くの事象が発生するため、情

報を的確に収集して集約し、連続的に情報を分析して状況判断を実施しなければならない。

また、大規模災害時には、事前の想定を超える事態も生起する可能性がある。 

これに限られた人的資源と物的資源を集中させ、迅速かつ適切に対応するため、事前に

予測し得る業務については、ＢＣＰで定め、各対策部が自動的に対応できる態勢を構築す

る必要がある。 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 ＢＣＰ活用のイメージ 

 

第３ ＢＣＰを活用したＯＯＤＡループによる意思決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ① ＢＣＰを活用して迅速に災害対応に当たり、市内の被害情報等を収集する。 

  ② 収集した情報を精査して市内全体の状況を把握し、対応すべき事項を検討する。 

  ③ 検討した結果から、市としての対応方針を決定する。 

  ④ 決定した方針に基づき、災害対応を実行に移す。 

  ⑤ ①に戻って効果を確認するとともに、情報を再収集する。（以後繰り返す） 

災害対策本部  

 

人的・物的資源  

の集中  

火災対応 

緊急医療救護所 

運営 

避難所 

対応 

物資運搬 
広報 

要配慮者 

支援 

的確な  

情報収集  

ＢＣＰ 

ＢＣＰの活用 

ＢＣＰで定められた業務  

災害時における市の業務  

 
連続的な情報分析

と状況判断  

事前の想定を  

超える事態  

③Ｄｅｃｉｄｅ 

意思決定 

②Ｏｒｉｅｎｔ 

状況判断 

④ＡＣＴ 

実行 

①Ｏｂｓｅｒｖｅ 

観察 

ＢＣＰを活用した迅速な情報収集  

ＯＯＤＡループ 
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第４ ＢＣＰと地域防災計画との関係 
 

ＢＣＰは、災害時に優先的に取り組むべき重要業務を「非常時優先業務」として予め

抽出し、制約された資源を効率的に投入することを明確にすることで、非常時優先業務

遂行の実効性を確保するための計画である。非常時優先業務は、優先度の高い通常業務、

応急対策業務、優先度の高い復旧・復興業務に分類される。  

このようにＢＣＰは地域防災計画を補完し、その実効性を高める機能を有しており、

地域防災計画とＢＣＰが対象とする業務の関係は下図のとおりである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 改定の基本方針 
 

方針１ 地域防災計画の所掌事務（役割）を整理 

地域防災計画の事務分掌（役割）に対し、現行のＢＣＰにおける「優先業務」

を割り当て、優先的に実施すべき業務を再検討し、非常時優先業務を再編成する。 

方針２ 通常業務は原則として休止として策定 

人命救護最優先及び人的資源確保の観点から、発災後１ヶ月程度は優先度の高

くない通常業務を積極的に休止し、非常時優先業務を最優先して実施する。 

方針３ 国・都との整合性の確保 

内閣府の「地方都市等における地震対応のガイドライン（平成２５年８月）」

及び東京都の「区市町村における業務継続計画策定のために（平成３０年３月）」

との整合を図るとともに、東日本大震災や熊本地震などの災害対応における教訓

を踏まえ策定する。 

 

 

    通 常 業 務  

    優先度の高い通常業務  

応 急 対 策 業 務 

優先度の高い復旧・復興業務  

 

その他の復旧・復興業務  

地

域

防

災

計
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旧
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興
業
務 
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Ｂ

Ｃ

Ｐ 
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務
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第３章 前提とする地震と被害想定 
第１ 前提とする地震 

東京都防災会議が報告した「首都直下地震等による東京の被害想定」（平成２４年４月）

における「多摩直下地震 Ｍ７．３ 夕方午後６時、風速８ｍ/秒」の状況を想定し、多

摩市役所が閉庁日を地震発生日として設定した。 

 

第２ 被害想定 

【多摩直下地震 Ｍ７．３】 

条
件 

規模 多摩直下地震ⅰ M7.3 

時期・時刻・風速  時期=冬、時刻=夕方午後 6 時、風速=8m/秒 

地区 東京都 多摩市 

人
的
被
害 

死者 4,732 人  50 人  

原
因
別 

ゆれによる建物倒壊  3,220 人  34 人  

急傾斜地崩壊による建物全壊  109 人  6 人  

地震火災 1,302 人  10 人  

ブロック塀 97 人  0 人  

落下物 2 人  0 人  

負傷者 101,102 人  1,332 人  

 重傷者 10,920 人  154 人  

原

因

別  

ゆれによる建物倒壊  92,831 人  1,296 人  

急傾斜地崩壊による建物全壊  137 人  8 人  

地震火災 4,614 人  20 人  

ブロック塀 3,349 人  7 人  

落下物 172 人  0 人  

物
的
被
害 

建物被害ⅱ 139,436 棟  1,358 棟  

原
因
別 

ゆれ液状化等による建物倒壊  75,668 棟  931 棟  

地震火災 63,768 棟  427 棟  

交
通 

道路（大被害・多摩計） 
都道 0.1 ％ ― ％ 

市道 0.1 ％ ― ％ 

鉄道ⅲ（大被害・多摩計） 0.0 ％ ― ％ 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン 

電力施設（停電率） 8.8 ％ 13.7 ％ 

通信施設（固定電話不通率） 2.0 ％ 2.7 ％ 

ガス施設（低圧ガス供給支障率） 6.5～84.6 ％ 100 ％ 

上水道施設（断水率） 36.9 ％ 27.6 ％ 

下水道施設（管きょ被害率） 23.2 ％ 22.5 ％ 

そ
の
他 

帰宅困難者 4,714,314 人  39,123 人  

避難者 2,756,681 人  33,049 人  

閉じ込めにつながり得るエレベーター停止台数  5,130 台  9 台  
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災害時要援護者死者数  2,549 人  24 人  

自力脱出困難者  30,626 人  603 人  

震災廃棄物 3,121 万ｔ 42 万ｔ 

ⅰ 小数点以下の四捨五入により合計が合わないことがある。 

ⅱ ゆれ液状化等による建物全壊と地震火災の重複を除去している。  

ⅲ 新幹線被害を除く 

 

第３ ライフラインの被害率及び復旧目標 

対象地震 停電率 
固定電話 

不通率 

ガス 

供給停止率 

上水道 

断水率 

下水道 

被害率 

多摩直下地震 
13.7％ 2.7％ 100％ 27.6％ 22.5％ 

7 日 14 日 60 日 30 日 30 日 

上段：被害率 下段：（ ）内は復旧率 95%以上の目標日数 
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第４章 災害対応の態勢 

第１ 災害対策本部の設置施設 

１ 災害対策本部 

  本庁舎Ａ棟２階の防災対策室に設置する。 

   状況に応じて、本部長、副本部長及び本部員で構成する災害対策本部長室を特別会議室

に、本部連絡員が各対策部間の調整を行う災害対策本部室を３０１・３０２会議室に設置

する。 

２ 会議室等の用途の指定 

○ 事前に、会議室等の活用方法を定める。ただし、状況に応じて、適宜、再指定を行う。 

○ 応接室、特別会議室、東会議室棟第４会議室は、本計画から除外する。 

庁舎 階層 会議室名 用途 

本庁舎 地下 男子休憩室 職員休憩用 

本庁舎 地下 女子休憩室 職員休憩用 

本庁舎 地下 健康相談室 職員救護用 

本庁舎 １階 相談室（市民相談室） 市民相談用 

本庁舎 １階 相談室（健康福祉部） 災害医療コーディネーター指揮所 

本庁舎 ２階 相談室（健康福祉部） 災害医療コーディネーター指揮所 

本庁舎 ２階 ランチルーム 災害医療コーディネーター指揮所 

本庁舎 ２階 防災対策室 災害対策本部 

本庁舎 ３階 記者クラブ 臨時災害ＦＭ放送局 

本庁舎 ３階 ３０１会議室 消防団指揮所 

本庁舎 ３階 ３０２会議室 消防隊指揮所 

本庁舎 ４階 ４０１会議室 記者会見会場 

西会議室 １階 第１会議室 警察隊指揮所 

西会議室 １階 第２会議室 陸上自衛隊指揮所 

西会議室 １階 第３会議室 陸上自衛隊指揮所 

西会議室 ２階 第４会議室 ライフライン詰所 

西会議室 ２階 第５会議室 ライフライン詰所 

西会議室 ２階 第６会議室 ライフライン詰所 

東会議室 ２階 第３会議室 関係機関用 

東庁舎 １階 東庁舎会議室 関係機関用 

第二庁舎 １階 会議室 関係機関用 

第二庁舎 １階 作業室 関係機関用 

第二庁舎 ２階 男子休憩室 職員休憩用 

第二庁舎 ２階 女子休憩室 職員休憩用 

第三庁舎 ２階 会議室 関係機関用 

各打ち合わせスペース等 適宜、活用を図ること。 

全駐車場 関係機関専用（関係車両以外は駐停車禁止） 

※ 各団体の活動場所については、災害の状況及び庁舎の使用状況等を勘案し、指定する。 

※ 災害対応の進捗状況に応じて、適宜、用途を変更して活用する。 
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３ 多摩市本庁舎の概要             （平成３１年１月１日現在） 

構造 鉄筋コンクリート造・一部鉄骨鉄筋コンクリート造 

建物規模 
Ａ棟：地下１階地上４階 

Ｂ棟：地上４階 

面積 
敷地 ８,１７６．３３㎡ 

延床 ８,７２７．９６㎡ 

設備 

電気設備 

高圧受変電設備：６，６００Ｖ 

高圧受変電設備：１箇所 

設備容量：１，２３０ＫＶＡ 

給排水 

衛生設備 

上水１系統 

受水槽：５７㎥ 

実貯水量：３４㎥ 

高置水槽：１３㎥ 

４ 非常用電源 

系統 備蓄燃料 電力供給能力 運転時間（燃料無補給時） 

本庁舎照明・サーバー系 軽油 １９８ℓ １２０ｋＶＡ ５時間 

防災行政無線設備系 軽油 ４９０ℓ ５０ｋＶＡ ３８時間 

 

第２ 本庁舎使用不能時の代替施設 

使用 

優先順位 
第１位 第２位 第３位 第４位 

施設 西会議室 東庁舎 第二庁舎 

二幸産業・ 

ＮＳＰ健幸福祉プラザ 

（総合福祉センター） 

構造 軽量鉄骨造 
鉄骨造・一部鉄筋 

コンクリート造 
軽量鉄骨造 鉄骨鉄筋コンクリート造 

建物規模 地上２階 地下１階・地上２階 地上２階 地上７階 

面
積 

敷地 716 ㎡ 961 ㎡ 1,432 ㎡ 18,925 ㎡ 

延床 573 ㎡ 1,495 ㎡ 1,251 ㎡ 12,994 ㎡ 

設
備 

電気 

設備 
低圧受電設備 

高圧受変電設備 

：6,600V 

設備容量 

：130KVA 

低圧受電設備 

(電灯動力) 

高圧受変電設備 

：6,600V 

給排水 

衛生 

設備 

上水１系統 上水１系統 上水１系統 上水１系統 

直結給水 

受水槽 

：  9 ㎥ 

実貯水量 

：6.5 ㎥ 

直結給水 

受水槽 

： 72 ㎥ 

有効傭容量 

：53 ㎥ 

非常用 

発電装置 
なし なし なし 

300KVA ガスタービン 

自家用発電機あり 
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第３ 災害対策本部の組織 

１ 災害対策本部の組織図       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

２ 災害対策本部室の構成 

構成員 職務 

本部長 市長 
災害対策本部の事務を統括し、多摩市災

害対策本部の職員を指揮監督する。 

副本部長 
副市長 

教育長 

本部長を補佐し、本部長に事故がある時

は、その職務を代理する。 

本部員 

総務部長 

健幸まちづくり政策監 

企画政策部長 

市民経済部長 

くらしと文化部長 

子ども青少年部長 

健康福祉部長 

都市整備部長 

環境部長 

教育部長 

議会事務局長 

監査委員事務局長 

下水道事業管理者 

参事等部長相当職にある者 

多摩市消防団長 

多摩消防署長又はその指名する者 

総務部防災安全課長 

その他本部長が必要と認める者 

本部長の命を受け、災害対策本部の事務

に従事する。 

 

部長は、本部長の命を受け、部（対策部）

の事務を掌理する。 

【本部長室】 

現
地
災
害
対
策
本
部 

統

括

対

策

部 

市

民

情

報

対

策

部 

住

民

対

策

部 

食

糧

物

資

調

達

対

策

部 

福

祉

医

療

対

策

部 

避

難

所

施

設

対

策

部 

復
旧
復
興
・
給
水
対
策
部 

議

会

対

策

部 

清

掃

対

策

部 

本 部 長（市長） 

本部員 

総務部長・企画政策部長・市民経済部長・くらしと文化部長・子ども青少年部長・健康福祉部長・都

市整備部長・環境部長・教育部長・議会事務局長・監査委員事務局長・下水道事業管理者・参事

等部長相当職にある者・多摩市消防団長・多摩消防署長又はその指名する者・総務部防災安全

課長・その他本部長が必要と認める者 

本部連絡員（各対策部より選出） 

副本部長（副市長・教育長） 

防災会議 
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３ 本部長の代行順位 

順位 代行者 備考 

１ 副市長 

副市長が複数いる場合には、多摩市

長の職務を代理する副市長の順序を

定める規則（平成１８年多摩市規則

第４８号）に定めるところによる。 

２ 教育長  

３ 総務部長  

４ 企画政策部長  

５ 

市民経済部長、くらしと文化部長、子ど

も青少年部長、健康福祉部長、都市整備

部長、環境部長、教育部長、議会事務局

長 

先着した部長が代行者となる。 

４ 各対策部の構成と役割 

名
称 

部長等 課名 役割 

統
括
対
策
部 

■担当部長 
総務部長 
 
■補佐 
監査委員事務
局長 

防災安全課、 
その他 
（元防災消防担
当等） 

① 本部長室及び本部会議の庶務に関するこ
と。 

② 応急対策における総合調整に関すること。 
③ 災害情報等の把握及び報告に関すること。 
④ 各対策部との連絡調整に関すること。 
⑤ 消防団に関すること。 
⑥ 避難指示等に関すること。 
⑦ 自衛隊、防災関係機関及び他自治体への応
援要請に関すること 

⑧ 災害対策本部職員の動員及び服務に関する
こと。 

⑨ 復興計画に関すること。 
⑩ 他の対策部に属さないこと。 

総務契約課、人
事課、文書法制
課、会計課、監
査委員事務局、
選挙管理委員会
事務局、オンブ
ズマン事務局 

① 市本庁舎の点検整備及び復旧に関するこ
と。 

② 一時滞在施設の統括管理に関すること。 
③ 車両の調達に関すること。 
④ 現金の出納及び保管に関すること。 
⑤ 市保有の資器材の調達及び配分に関するこ
と。 

⑥ 災害対策本部職員の食料、飲料水及び生活
物資の調達、配分に関すること。 

⑦ 災害の調査、記録及び集計に関すること。 

市
民
情
報
対
策
部 

■担当部長 
企画政策部長 
■補佐 
施設政策担当
部長 

秘書広報課、企
画課、財政課、
情 報 シ ス テ ム
課、行政管理課 

① 広報及び広聴に関すること。 
② 報道機関との連絡調整に関すること。 
③ 被災者等の相談に関すること。 
④ 災害対策関係予算に関すること。 
⑤ 基幹情報システム及びネットワークの復旧
に関すること。 

⑥ 復興計画に関すること。 
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名
称 

部長等 課名 役割 

住
民
対
策
部 

■担当部長 
市民経済部長 

課税課、市民課、
納税課、経済観
光課、 

① 住家の被害認定調査に関すること。 
② り災証明に関すること。 
③ 市民の安否確認及び確認結果の整理、記録

に関すること。 
④ 中小企業等及び農業関係者の災害調査、支

援対策等に関すること。 

食
糧
物
資
調
達
対
策
部 

■担当部長 
くらしと文化
部長 
 
■補佐 
オ リ ン ピ ッ
ク・パラリン
ピック兼スポ
ーツ振興担当
部長 

コミュニティ・
生活課、平和・
人権課、ＴＡＭ
Ａ 女 性 セ ン タ
ー、文化・市民
協働課、スポー
ツ振興課、オリ
ンピック・パラ
リンピック推進
室、学校給食セ
ンター 

① 食料、飲料水（ペットボトル等）及び生活
物資の調達、配分に関すること。 

② 救援物資等の受入れ及び配分に関するこ
と。 

③ 炊き出し（給食センターの運用を含む）に
関すること。 

④ 多摩市国際交流センターとの外国人に関す
る情報連絡及び調整に関すること。 

⑤ 被災動物、逸走動物に関すること。 
⑥ 一時滞在施設の設置運営に関すること。 

福
祉
医
療
対
策
部 

■担当部長 
健康福祉部長 
 
■補佐 
子ども青少年
部長 
保健医療政策
担当部長 

福祉総務課、生
活福祉課、健康
推進課、保険年
金課、高齢支援
課、介護保険課、
障害福祉課、健
幸まちづくり推
進室、子育て支
援課、子育て総
合センター、児
童青少年課 
 
災害医療コーデ
ィネーター 

① 災害医療コーディネーターとの連絡調整に
関すること。 

② 保健所、医師会、歯科医会、整復師会及び
薬剤師会との連絡調整に関すること。 

③ 医療施設との連絡調整に関すること。 
④ 救護所に関すること。 
⑤ 応急医療器具及び医薬品の調達、搬送に関

すること。 
⑥ 日本赤十字社との連絡調整に関すること。 
⑦ ボランティアの登録、受入れ及び派遣に関

すること。 
⑧ 社会福祉協議会及び災害ボランティアセン

ターとの調整に関すること 
⑨ 要配慮者対策に関すること。 
⑩ 遺体の身元確認、収容及び埋葬に関するこ

と。 
⑪ 救護状況の調査及び報告に関すること。 
⑫ 保健、防疫及び消毒に関すること。 
⑬ 市立保育園、学童クラブ及び児童館を利用

する児童生徒の避難、救護及び引渡しに関す
ること。 

⑭ 私立幼稚園及び私立保育園との連絡調整に
関すること。 

⑮ 義援金品に関すること。 
⑯ 災害弔慰金、災害援護資金及び災害見舞金

に関すること。 
⑰ 外部被ばく線量測定に係る事務及び放射線

に係る健康相談に関すること。 
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名
称 

部長等 課名 役割 

復
旧
復
興
・
給
水
対
策
部 

■担当部長 
都市整備部長 
 
■補佐 
下水道事業管
理者 
 

都市計画課、道
路交通課、下水
道課、施設保全
課 

① 応急危険度判定に関すること。 
② 倒壊家屋等の解体に関すること。 
③ 道路、橋りょう及び下水道施設等の点検整
備及び災害復旧に関すること。 

④ 応急給水に関すること 
⑤ 必要な労務、資器材の調達、確保及び供給
に関すること。 

⑥ 公共施設の災害復旧に関すること。 
⑦ 応急仮設住宅の設営に関すること。 
⑧ 河川の流木等障害物の除去に関すること 
⑨ 水防活動の技術的指導に関すること。 
⑩ 復興計画に関すること。 

清
掃
対
策
部 

■担当部長 
環境部長 

環境政策課、公
園緑地課、ごみ
対策課 

① ごみ、がれき、し尿処理に関すること。 
② 倒壊家屋等の処理に関すること。 
③ 災害用トイレの調達及び設置に関するこ

と。 
④ 公園、緑地等の点検整備及び災害復旧に関

すること。 
⑤ 放射能の環境測定に関すること。 

避
難
所
施
設
対
策
部 

■担当部長 
教育部長 
 
■補佐 
教育部参事 

教育振興課、永
山公民館、関戸
公民館、図書館、
学校支援課、教
育指導課、教育
センター 

① 児童生徒の避難、救護及び引渡しに関する
こと。 

② 避難所の設置及び運営に関すること。 
③ 避難場所の運用に関すること。 
④ 一時滞在施設の設置運営に関すること。 
⑤ 学用品の調達及び供給に関すること。 
⑥ その他児童生徒及び教職員に関すること。 

議
会
対
策
部 

■担当部長 
議会事務局長 

議会事務局 

① 議員との連絡調整に関すること。 

市立小中学校の職員 
① 勤務校にて活動するものとするが、その内
容は職場で定めてある計画による。 

② 避難所の設営及び運営に関すること。 

派遣職員（総合事務組合、東京都等） 
① 勤務場所にて活動するものとするが、その
内容は職場で定めてある計画による。 
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第４ 市職員の配備態勢 

１ 非常配備態勢の種別 

① 市長は、災害の状況により、次のとおり必要な非常配備態勢を発令する。 

② 非常配備態勢が発令された場合には、対象となる職員は速やかに参集又は必要な措置

を行う。 

 時期 対象 態勢 

第
１
非
常
配
備
態
勢 

災害の発生する恐れがある

場合又は、その他の状況によ

り、本部長が必要と認めたと

き 

① 本部長、副本部長及

び本部員 

② 防災安全課職員 

③ 元防災消防担当職員 

④ 一部職員（約４割） 

災害の発生を防御する

ための措置に必要な準

備を開始するほか、情報

収集活動を主とした態

勢とする。 

第
２
非
常
配
備
態
勢 

災害が発生する恐れがあり、

かつ事態が切迫し、市の複数

地域に災害が発生すると予

想される場合若しくは、その

他の状況により、本部長が必

要と認めたとき 

① 本部長、副本部長及

び本部員 

② 防災安全課職員 

③ 元防災消防担当職員 

④ 一部職員（約７割） 

第 1 非常配備態勢を強

化するとともに、複数地

域の災害に直ちに対処

できる態勢とする。 

第
３
非
常
配
備
態
勢 

災害が発生し、第２非常配備

態勢では、対処できない場合

又は、その他の状況により、

本部長が必要と認めたとき 

① 本部長、副本部長及

び本部員 

② 防災安全課職員 

③ 元防災消防担当職員 

④ 全職員（約１０割） 

本部の全力をもって対

処する態勢とする。 

２ 特別非常配備態勢 

① 夜間、休日等の勤務時間外に地震が発生し、市域に次の震度階が観測された場合には、

対象者は速やかに参集を行う。 

② 対象者は、各勤務場所に参集し、参集状況を対策部長に報告する。 

③ ただし、事前に参集場所を指定されている場合には、指定場所に参集する。 

④ 対象者は、参集途上において災害情報の収集に努め、参集場所に到着後、速やかに報

告する。 

市域の震度 対象 態勢 

震度５弱 第１非常配備態勢の対象者 
参集後直ちに各対策部長の指揮下に入り、

応急対策に対処するものとするが、災害の

状況とそれに対する応急措置状況及び各対

策部の参集人員等に応じて、本部長の指令

により他の部の応援に入る。 

震度５強 第２非常配備態勢の対象者 

震度６弱 第３非常配備態勢の対象者 

３ 特別配備態勢 

① 夜間、休日等の勤務時間外に地震が発生し、多摩市に震度４の震度階が観測された場

合には、防災安全課職員は、速やかに参集を行う。 

② 防災安全課職員は、参集後直ちに情報収集等を行い、必要により総務部長へ報告する。 
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４ 非常配備態勢の対象除外の職員 

次に掲げるいずれかに該当する者は、災害発生以降の動員対象から期間を指定して除外

する。これに該当する者は、可能な限り速やかに所属長に連絡し、以後の指示を受ける。 

想定する職員 基準 

長期療養中の職員 すべて免除 

妊娠中、妊娠出産休暇期間中、育児休業中の職員 すべて免除 

介護休暇を取得している職員 
全部休業 すべて免除 

一部休業 他に託せる状況ができるまで免除 

養育中の幼児・児童・要配慮者がいる職員で、他に

預けることができない職員 
他に託せる状況ができるまで免除 

家族が負傷し、他に面倒をみる者がいない職員 他に託せる状況ができるまで免除 

自身が負傷した職員 
療養が必要な場合は、その期間のみ

免除。治癒後は参集する 

自宅から火災が発生し、又は周辺で火災が発生し延

焼するおそれがある職員 

火災時は免除。火災が終息し、家族

を避難所等に誘導後は参集する 

自宅が半壊相当以上で、職員本人が保護・保全しな

ければ、居住者及び財産の安全が確保できない職員 
状況が改善するまで免除 

再雇用職員、非常勤職員、臨時職員 

本来業務の勤務時間に間に合うよ

う参集する。本来業務の勤務時間の

み勤務 

５ 非常配備態勢の特例 

① 本部長は、災害の状況その他により必要があると認めたときは、特定の対策部に対し

てのみ非常配備態勢の発令し、または、特定の対策部に対し種別の異なる非常配備態勢

を発令することができる。 

② 本部長は、災害の状況その他により必要があると認めたときは、特定の通常の行政組

織の所属に対して、１と同様の非常配備態勢を発令することができる。 

 

第５ 水、食糧の確保 

１ 水の確保 

○ 備蓄している災害従事者用飲料水 

必要量：７，６５９ℓ（職員数８５１人 × １日３ℓ × ３日分） 

現状 ：２，４００ℓ（職員１人あたり２．８２ℓ）  ⇒５，２５９ℓ不足 

２ 食糧の確保 

○ 備蓄している災害従事者用食糧 

必要量：７，６５９食（職員数８５１人 × １日３食 × ３日分） 

現状 ：① クラッカー １,０５０食 

        ② 備蓄米   １,８００食 

           計    ２,８５０食（職員１人あたり３．３４食） 

⇒４，８０９食不足 
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第６ 重要な行政データのバックアップ 

１ 施設の状況 

 ○ 本庁舎 

   非常用電源：非常用発電装置（本庁舎非常照明・サーバー系）から供給 

 ○ 本庁舎以外の施設 

   非常用発電機が設置されていない施設においては、停電時システムやデータ通信が使

用不可となる。 

 ○ データセンター 

    非常用発電機が設置されており、継続した運用が確保されている。 

２ システム及びデータのバックアップ 

システム及びデータのバックアップについては、所管課において必要な処置を実施して

おり、重要度の高いシステムについては、外部保管を実施している。 

 

第７ 災害時における通信手段 

１ 市役所・防災関係機関調整系 

 ○ ＮＴＴ電話、ファクシミリ 

 ○ インターネット、Ｗｉ－Ｆｉ 

  ○ ２６０ＭＨｚデジタル防災行政無線 

    市役所と避難所、市役所出先機関、医療機関、防災関係機関等との間をつなぐ無線設

備であり、音声通話、ファクシミリ、メールによる情報伝達が可能である。 

    音声による相互通話の場合、最大３回線しか使用できず、ファクシミリの送受信も時

間を要するため、ＮＴＴ回線の補完する通信系としての使用が想定される。 

２ 対市民情報提供系 

○ 防災行政無線（同報系） 

避難情報、支援情報等の防災関連情報を屋外拡声器から伝達するものである。気象条

件、設置場所、建物構造等によっては情報伝達が難しいことがあるため、補完機器とし

て要配慮者利用施設等に戸別受信機を設置している。 

また、アンサーバックシステムが配備されており、放送内容を電話で確認できるよう

になっている。 

  ・ 屋外子局 ：公園や学校屋上等に１１４箇所設置 

 ・ 戸別受信機：要配慮者利用施設等に９２箇所設置 

  ○ 防災情報メール（登録制メール） 

    登録者に対し、避難情報、支援情報等の防災関連情報をＥメールにて送信するもので

ある。（文字数の制限がないため、きめ細かい情報伝達が可能である。 

ただし、未登録者へは、情報伝達が実施できないため、登録メール制度の普及啓発が

不可欠である。（登録者数：約１万人 令和元年６月１日現在） 

  ○ エリアメール（緊急速報メール） 

    避難情報等の緊急情報を、屋内外、移動中を問わず、特定エリア内の携帯電話利用者

全員に一斉配信することができる手法であり、住民以外の当該エリアに居合わせた人に

も情報伝達することができる。ただし、字数制限があることから、伝達できる情報量が

限られる。 
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  ○ Ｙａｈｏｏ！防災速報アプリ 

Ｙａｈｏｏ！防災速報アプリをスマートフォン上にダウンロードし、アプリの地域設

定で多摩市を登録している端末に避難情報、支援情報等の防災関連情報を伝達するもの

である。 

○ Ｌアラート 

    避難情報等の緊急情報を全国の放送事業者、新聞社、通信事業者などに一斉配信する

ことにより、テレビ、ラジオ、携帯電話、ポータルサイト等の様々なメディアを通じて

情報を伝達するものである。 
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第５章 職員の参集 

第１ 職員の参集人数の算出 
 

第１版では、参集訓練を実施して実際の参集時間から参集人数を算出したが、今回は

自宅から勤務場所までの距離及び参集手段を調査し、計算により参集人数を算出した。 

１ 調査の実施 

① 計算による調査 

インターネット等により、自宅から参集場所までの距離を測定し、下表に照らし

参集時間を計算する。 

表１ 参集時間算出表 

参集手段 時速 

徒歩 ２㎞／時間 

自転車 ６㎞／時間 

自動二輪 

原動機付自転車 
８㎞／時間 

② 参集免除者の調査 

東日本大震災以降に策定した多摩市地域防災計画においては、参集免除者を規定

している事から、現時点での参集免除者の調査を行い、参集可能人数から除外する。 

ただし、「介護休暇（一部休業）を取得している職員」及び「養育中の幼児・児童・

要配慮者がいる職員で、他に預けることができない職員」については、1 週間以降

に参集するものとして想定する。 

表２ 参集免除者 

長期療養中の職員 

参集しない 妊娠中、妊娠出産休暇期間中、育児休業中の職員 

介護休暇（全部休業）を取得している職員 

介護休暇（一部休業）を取得している職員 

1 週間以降に参集 養育中の幼児・児童・要配慮者がいる職員で、 

他に預けることができない職員 

 ２ 基準日 

   令和元年６月１日 

３ 参集可能人員算出方法   

勤務時間外に首都直下地震が発生したことを想定し、居住地から参集場所まで徒歩、

自転車等で参集する際の時間ごとの参集人員を、次の考え方に基づき算出する。 

① １時間以内に参集可能な職員 

 表１に基づく計算により、１時間以内に参集可能と算定された職員のうち、１

０％の職員が参集不可能と想定 

 参集不可能者を除いた職員のうち、２０％の職員が発災後の混乱により１時間

以内に参集できず、３時間以内に参集すると想定 

 参集免除職員は、１００％参集しないと想定 
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② ３時間以内に参集可能な職員 

 表１に基づく計算により、３時間以内に参集可能と算定された職員のうち、１

０％の職員が参集不可能と想定 

 参集不可能者を除いた職員のうち、２０％の職員が発災後の混乱により３時間

以内に参集できず、２４時間以内に参集すると想定 

 参集免除職員は、１００％参集しないと想定 

③ ２４時間以内に参集可能な職員 

 表１に基づく計算により、２４時間以内に参集可能と算定された職員のうち、

１０％の職員が参集不可能と想定 

 参集不可能者を除いた職員のうち、２０％の職員が発災後の混乱により２４時

間以内に参集できず、７２時間以内に参集すると想定 

 参集免除職員は、１００％参集しないと想定 

④ ７２時間以内に参集可能な職員 

 表１に基づく計算により、７２時間以内に参集可能と算定された職員のうち、

１０％の職員が参集不可能と想定 

 参集不可能者を除いた職員のうち、２０％の職員が発災後の混乱により７２時

間以内に参集できず、１週間以内に参集すると想定 

 参集免除職員は、１００％参集しないと想定 

⑤ １週間以内に参集可能な職員 

 ７２時間以内に参集できず、１週間以内に参集すると想定された職員の他は、

参集不可能と想定 

 参集免除職員は、１００％参集しないと想定 

⑥ １週間以降に参集可能な職員 

 これまで参集不可能と想定された職員のうち、８０％の職員が１週間以降に参

集すると想定 

 ・ 参集免除職員のうち、「介護休暇（一部休業）を取得している職員」及び「養育

中の幼児・児童・要配慮者がいる職員で、他に預けることができない職員」は、

参集するものと想定 

⑦ １週間以降も参集不可能な職員 

 これまで参集不可能と想定された職員のうち、２０％の職員が１週間以降にお

いても参集不可能と想定 

 参集免除職員のうち、「長期療養中の職員」、「妊娠中、妊娠出産休暇期間中、育

児休業中の職員」及び「介護休暇（全部休業）を取得している職員」は、参集し

ないものと想定 
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第６章 非常時優先業務 

第１ 非常時優先業務の区分 
 

第１版では、各業務に対して優先順位と業務開始時間の２つの基準が存在しており、優先順位が

下位でも業務開始時間が早期に設定されているなど、開始時間に戸惑う部分もあったことから、優

先順位が高ければ業務開始時間が早期となると判断し、第２版においては優先順位を廃止して業務

開始時間のみを基準とする。 

また、第１版では７区分であったが、第２版においてはガイドラインに基づき６区分に変更する。 

 

第２ 非常時優先業務の選定 

  地域防災計画を基本として作成する。地域防災計画における各対策部の事務分掌（役割）に対して

各対策部の実施業務を割り当て、その業務開始時間を設定することにより、非常時優先業務を選定す

る。  

※１ 対策部の実施業務： 第一版からの抽出及びガイドライン・現行の対策等から追加 

※２ 余剰人員の対応： 本部の指示（対策部内は部長の指示）により、各対策部の不足状況に応じ

て他業務に従事する。 

１ 非常時優先業務数 

  

業務開始時間 

計 ３時間 

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

２週間 

以内 

１ヶ月 

以内 

１ヶ月 

以上 

共通 ２ ０ ０ １ ０ ０ ３ 

統括（本部） ７ １ ０ ０ ０ ２ １０ 

統括（補佐） ３ ３ １ ０ ０ ０ ７ 

市民情報 ３ ０ １ １ ０ １ ６ 

住民 ０ １ ０ １ ２ ０ ４ 

食糧物資調達 １ ３ １ １ ０ ０ ６ 

福祉医療（福祉） ５ １ １ １ １ ０ ９ 

福祉医療（医療） ５ ２ １ ０ ０ ０ ８ 

復旧復興・給水 １ ３ ０ ２ ０ ３ ９ 

清掃 ０ １ ２ ０ １ １ ５ 

避難所施設 ３ ２ ０ ０ １ ０ ６ 

議会 ０ ０ １ ０ ０ ０ １ 

計 ３０ １７ ８ ７ ５ ７ ７４ 

 

区分 業務開始時期 活動期 実施業務 

１ 発災～３時間 初動期 

非常時優先業務 

２ １日以内 即時対応Ⅰ 

３ ３日以内 
即時対応Ⅱ 

４ ２週間以内 
復旧・復興対応Ⅰ 

５ １ヶ月以内 
復旧・復興対応Ⅱ 

非常時優先業務・通常業務 

６ １ヶ月以上 通常業務・その他業務 
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第７章 今後取り組むべき課題 

第１ 訓練の実施によるＢＣＰの内容の検討と見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回改定したＢＣＰは、地域防災計画の事務分掌（役割）に対し、現行のＢＣＰに

おける「優先業務」を割り当て、優先的に実施すべき業務を再編成したものである。 

今後、災害対応訓練、図上訓練等の訓練を積極的に実施し、実施業務、業務開始時

期等の精査を継続して実施する必要がある。 

 

第２ 各対策部のマニュアルの改定 

  これまで、各対策部において、災害時対応マニュアルを作成してきたところである

が、今回のＢＣＰの改定により、マニュアルとの齟齬が生じた業務が存在する。マニ

ュアルは、ＢＣＰを基準として作成するものであるため、ＢＣＰの内容に整合させる

必要がある。ＢＣＰに基づき、各対策部が具体的な行動を適時適切に実施できるよう、

改定作業を進めていく。 

 

第３ 災害対策本部における本部機能の見直し 

  災害時において、市内の状況や各対策部の対応状況などの情報を集約し、市として

の災害対応の方針を決定する災害対策本部機能の充実は、災害対応を迅速かつ円滑に

実施する上で必要不可欠である。 

熊本地震や西日本豪雨などの昨今の災害においては、国や都道府県のみならず、全

国の市町村が被災地を支援したが、これらの経験を基に災害時における支援の全国的

な体制が構築されつつある。このような情勢から、各被災自治体は、市内の被害状況

や不足している人的、物的資源の情報を集約して、的確に必要な支援を要請する機能

がより重要となってきている。 

したがって、各種訓練を通じて、本部の能力を最大限発揮できる態勢を追求すると

ともに、現在の庁舎の限られたスペースの中で最適な配置を検討していく。 

 

 

 

ＣＨＥＣＫ 

点検・検証 

ＤＯ 

教育・訓練の実施 

ＡＣＴＩＯＮ 

計画の見直し 

ＰＬＡＮ 

計画の策定 
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第４ 通信系の整備 

  災害時において、ＢＣＰに基づき円滑に災害対応に当たるためには、通信系の整備が

必要不可欠である。ＢＣＰに記載された業務を迅速かつ適切に実施するため、各種訓練

を通じて通信系の整備状況の適否を検討し、改善を図り効果的な通信体制を確立する。 

 

第５ 人事異動に伴う参集人員の把握 

  人事異動の際に実施している各対策部の非常配備態勢の調査において、自宅から参集場

所までの距離と参集方法を併せて調査し、参集人員の継続的な把握に努める。 

 

第６ 庁舎の耐震化 

  災害対策を実施するうえで、市役所の庁舎は、重要な防災拠点となる。 

  日頃、使用しているデータや図面等は、そのまま応急活動に使用するとともに個人情報等

を活用した安全確保も早急に対応しなければならない業務である。また、市内で市役所しか

統括的に情報を保有していない。 

  このような事から、発災後、庁舎がそのまま使用できる事は、非常用電源の確保とともに

災害対策上重要事項と考えられる。
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